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議第164号

京都市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について

　京都市都市公園条例の一部を改正する条例を次のように制定する。

令和６年３月１日提出

京 都 市 長 松 井 孝 治

京都市都市公園条例の一部を改正する条例

　京都市都市公園条例の一部を次のように改正する。

　第１条の３第１項中「都市公園」を「公園」に改め、同条第２項を同条第

３項とし、同条第１項の次に次の１項を加える。

２　前項の規定にかかわらず、公園の利用者の利便の向上を図るうえで特に

有効であると認められる公園施設（法第２条第２項に規定する公園施設

をいう。以下同じ。）を設けることが、当該公園の持続的な利用を促進し、

かつ、当該公園が地域住民の交流の拠点となることに資すると認められる

公園として別に定めるものの法第４条第１項本文に規定する条例で定め

る割合は、100分の12（5,000平方メートル以上の敷地面積を有する公園に

あっては、100分の14）とする。

　第３条第２項中「（法第２条第２項に規定する公園施設をいう。以下同

じ。）」を削る。

附 則

　この条例は、公布の日から施行する。

提案理由

　公園施設の建築面積に関する基準の特例を定める等の必要があるので提案

する。




